
　広報つちうら　№ 973　8

４月１日から

国民健康保険税の制度が変わります

国民健康保険税の年金からの天引き（特別徴収）が始まります
　世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯が対象で、世帯主の方の

　年金から国民健康保険税が天引きされます。

平成20年度の国民健康保険税の課税額
　①４・６・８月の税額は、平成19年度国民健康保険税第８期（２月納期限）相当の

　　課税額になる予定です。

　②10・12・２月の税額は、19年中の所得に基づき税額を計算のうえ、改めて天引

　　きします。　　

　①・②の税額については、それぞれ通知（はがき）で連絡します。

　※年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と合わせた保険税額が年金受給額

　　の２分の１を超える方は、いままでどおり納付書または口座振替で納付して

　　ください（普通徴収）

天引きの対象になるかどうかの判定例

※世帯主が国民健康保険の加入者ではない場合は対象になりません。

75歳以上の健康保険の制度が変わります
　４月から75歳以上（になる）の方は、全員が現在加入している国民健康保険や社

　会保険（被扶養者を含む）から、後期高齢者医療制度の保険に加入することにな

　り、年金所得がある方は、個人ごとに後期高齢者医療保険料が年金から天引き

　されます。

年金からの天引きのイメージ

国民健康保険税は世帯

主の年金から、後期高

齢者医療保険料は個人

の年金から差し引かれ

ます。

※平成19年10月現在、年金の受給を受けていなかった方

　や年度中途から年金支給が開始された方、世帯内の国

　保加入者の変更などが生じた方などは、年金からの天

　引きが21年４月以降になる場合があります。
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